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第１章 策定の背景と位置づけ 

1-1 背景 

施設の老朽化に伴い更新費用が増加する中で、人口減少社会の到来が現実味を帯びるな

ど、これまで経験したことのない事業環境の変化が訪れようとしています。 

今後の水道事業の課題と新たな社会情勢の変化や水道事業を取り巻く環境の変化に対応

するため、「第 2 次草津市水道ビジョン」（以下「水道ビジョン」という。）を策定するも

のです。 

なお、本書は、水道ビジョンおよび草津市水道事業経営計画（以下「経営計画」という。）

により構成しています。 

1-2 水道ビジョンおよび経営計画の位置付けと計画期間 

（1）水道ビジョンの位置付け 

水道ビジョンは、厚生労働省の「新水道ビジョン」、総務省の「公営企業の経営に当たっ

ての留意事項について」、滋賀県の「滋賀県水道ビジョン」、そして、本市の「第 6 次草津

市総合計画」（以下「総合計画」という。）における方針や計画と整合を図ります。 

水道ビジョンは、水道事業経営計画の上位に位置するものであり、策定後は、各種個別

計画の立案を経て、事業化へと進めます。 

また、総合計画では、SDGsという世界共通のものさしを用い、多様なステークホルダ

ーとの連携の強化や目標の共有を図りながら、取組をより一層進めることで、SDGsの目

的である持続可能なまちの実現を目指しており、水道ビジョンも事業の取組を通じて持続

可能なまちの実現を目指します。 

なお、SDGsとは、先進国を含む国際社会全体の17の目標と169のターゲットで構成

される「誰一人取り残さない」を理念とした共通目標であり、水道ビジョンに関連する目

標は以下の4つです。 

水道ビジョンに位置づ
けられた事業等 

投資 
計画 

将来の
収支予
測 

経営目標の

設定 

財政 
計画 

 
経営 
計画 
R4～
R15 

草津市水道事業経営計画 
第

２
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草

津

市

水
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ジ
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※経営計画は、総務省が策定を要請している
経営戦略に位置づけられているものです。 

第2次草津市
水道ビジョン

各種個別計画

課題解決に向けた事業化
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公営企業の
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水の安定供給 
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（2）経営計画の位置付け 

経営計画とは、中長期的な経営の基本計画のことで、施設・設備に関する投資の見通し

を試算した計画と、財源の見通しを試算した計画を構成要素とし、投資以外の経費を含め

た上で、収支が均衡するように調整した収支計画をいいます。 

（3）計画期間 

水道ビジョンおよび経営計画は、総合計画や滋賀県水道ビジョンとの整合を図るため、

12 年間（令和 4 年度から令和 15 年度）とします。 

第２章 現状分析と評価 

2-1 給水人口と水需要 

  

行政区域内人口、給水人口が増加してきましたが、1 日平均有収水量、1 日平均給水量

は微増、1 日最大給水量は微減で推移しています。 

 

2-2 前ビジョンの評価 

  平成 23 年 3 月に策定し、平成 28 年 3 月に中間見直しを行いました前ビジョンの主要

な施策に位置付けた業務指標（PI）の令和 3 年度目標値に対する令和元年度までの実績を

もとに評価を行いました。 

 

（1）安全 

業務指標（PI） H23 実績 H28 実績 R1 実績 R3 目標値 評価 

かび臭から見たおいしい水達成率 40.0 % 70.0 % 95.0 % 100% A 

高い方が好ましい。 

大津市企業局と連携した迅速なかび臭検査の結果などにより、活性炭処理施設の運転を行い、かび臭

除去を行うなど、目標達成に向け着実に改善したことで、平成 27 年度に 100％を達成しました。

活性炭処理施設の運転や残留塩素濃度の適正管理により、異臭味の少ない良好な水質の水を届けるこ

とができています。 
式=[(1－ジェオスミン※最大濃度/水質基準値)+(1－2-メチルイソボルネオール※最大濃度/水質基準値)]/2×100  

：目標値の 100％とは、年間を通じてかび臭（2 物質）が全く検出されない水質レベルです。   

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

行政区域内人口（住民基本台帳人口） 給水人口
（人）

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

１日最大給水量 １日平均給水量

1日平均有収水量
（㎥／日）

AA ：予定以上 
A  ：予定どおり 
B  ：一部改善の余地あり 
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業務指標（PI） H23 実績 H28 実績 R1 実績 R3 目標値 評価 

総トリハロメタン※濃度水質基準比 43.0% 24.0 % 30.0 % 15.0 % B 

低い方が好ましい。 

いずれの年度においても目標達成には至らなかったものの、夏季の塩素剤注入量増加時や水温上昇時

でも水道水質基準の 20～30％台を維持することができました。 
式=(総トリハロメタン最大濃度/総トリハロメタン濃度水質基準値)×100  

：目標値の 15.0％とは、水の消毒のため注入する塩素により生成されるトリハロメタン総量の最大濃度で、高

度処理（活性炭処理）を長期間行うことにより達成を目指した値です。 

有機物（TOC※）濃度水質基準比 33.3 % 31.3 % 40.0 % 30.0 % A 

低い方が好ましい。 

粒状活性炭吸着池の適切な運用により 30～40％台を維持できており、平成 30 年度に 30.0％を達

成しました。 
式=(有機物最大濃度/有機物水質基準値)×100  

：目標値の 30.0％とは、主に自然由来による有機物（TOC※）の最大濃度で、高度処理（活性炭処理）を長期

間行うことにより達成を目指した値です。 

原水が、琵琶湖表流水のため、目標値は 30.0％が限度となります。 

※上表の数値は年間の「最大値」で算出されるもので、年間を通じての定常的な水質を表すものではありません。 

年間の平均値で見ると、概ね目標を達成する値となり、良好な水道水質を維持できています。 

（2）強靱 

業務指標（PI） H23 実績 H28 実績 R1 実績 R3 目標値 評価 

ロクハ浄水施設耐震率 0.% 20.5 % 100 % 100% A 

高い方が好ましい。 

令和元年度にロクハ浄水場の耐震補強が完了し目標値を達成しました。北山田浄水場の耐震工事は第

２次水道ビジョン期間中の完了を予定しており、工事に向けて耐震工事の実施設計が令和元年度に完

了しました。 
（施設全体の業務指標） 

式=(耐震対策の施されている浄水施設能力/全浄水施設能力)×100 

ロクハ系配水池耐震施設率 48.7 % 100 % 100 % 100% A 

高い方が好ましい。 

ロクハ系配水池は平成 25 年度末で耐震補強が必要とされた 3 か所全ての耐震補強が完了し目標値を

達成しています。北山田系配水池の耐震化は第２次水道ビジョン期間中の完了を予定しており、令和

元年度に配水池の耐震補強工事の実施設計が完了しました。 
（施設全体の業務指標） 

式=(耐震対策の施されている配水池容量/配水池総容量)×100 

管路の耐震化率 19.8 % 22.4 % 25.2 % 27.0 % A 

高い方が好ましい。 

草津市水道ビジョンに基づき管路の計画的な更新を行い、老朽管路の更新による耐震化を実施したこ

とにより、令和 3 年度までに 27.0％の目標を達成する予定です。 
式=(耐震管延長/管路総延長)×100 

：目標値の 27.0%は、経年管更新など総合的な優先順位に基づき、更新した場合の到達値です。 

（3）持続 

業務指標（PI） H23 実績 H28 実績 R1 実績 R3 目標値 評価 

経年化浄水施設率 0 % 0 % 0 % 0 % A 

低い方が好ましい。 

浄水施設は、法定耐用年数 60 年を超えた浄水施設がない現状を維持し、目標達成できる見込みです。 
式=(法定耐用年数を超えた浄水施設能力/全浄水施設能力)×100  

：法定耐用年数 60 年を超えた浄水施設のない現状を維持することが目標です。 
  

AA ：予定以上 
A  ：予定どおり 
B  ： 一部改善の余地あり 

AA ：予定以上 
A  ：予定どおり 
B  ：一部改善の余地あり 
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業務指標（PI） H23 実績 H28 実績 R1 実績 R3 目標値 評価 

経年化設備率 39.3 % 38.4 % 42.9 % 35.0 % B 

低い方が好ましい。 

設備の更新は計画的に進めているものの、目標値に近づくには至っていません。 

ただし、法定耐用年数を超えていても適切な維持管理、補修により延命化が図れることから、定期点

検を実施するなど動作に問題がないことを確認しつつ、経済面とのバランスもみながら更新を進めて

います。 
式=(経年化年数を超えている設備数/電気・機械設備数の総数)×100  

：法定耐用年数を超えた主要設備数の平成 20 年度実績値の半減を目標としました。 

経年化管路率 2.4 % 4.5 % 8.7 % 17.0 % AA 

低い方が好ましい。 

管路については、水道ビジョンに基づき管路の計画的な更新等を実施したことにより目標値を大幅に

下回ることができる見込みです。 
式=(法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長)×100  
：現状では、大量更新時期を迎えていないため低いですが、今後は経年管が急激に増加するため、計画的に更新
を進める目標値を 17.0%としました。 

水道業務経験年数度 13 年/人 12 年/人 13 年/人 13 年/人 A 

長い方が好ましい。 

技術系職員の経験年数の増加等により、目標値を達成する予定です。 
式=全職員の水道業務経験年数/全職員数  

：経験年数により、水道固有技術の蓄積を見るための指標であり、現状以上を目標としました。 

浄水発生土の有効利用率 100% 100% 100% 100% A 

高い方が好ましい。 

発生土をセメント原料として有効利用しており、目標値を達成する予定です。 
式=(有効利用土量/浄水発生土量)×100  

漏水率 1.1 %  1.5 %  2.4 %  5.0 % AA 

低い方が好ましい。 

維持管理を行うことで、目標値を大幅に下回る予定です。 
式=(年間漏水量/年間配水量)×100  

：現状では低いレベルにありますが、今後経年管が急激に増加するため、現状の維持を目標としました。 

2-3 経営状況 

 収益的収入は、横ばい傾向で推移しており、令和元年度では 24.3 億円の収益的収入を

計上しています。収益的収入の約 86％を給水収益が占めています。なお、給水収益に

ついては、水道料金を 10％減額することで使用者への利益還元を行っています。収益

的支出は近年増加傾向にあり、令和元年度には 21.3 億円の収益的支出を計上していま

す。収益的支出に占める割合は減価償却費が約 45％、事業運営費が約 49％を占めてい

ます。収益的収支は黒字で推移しています。 

 資本的支出は、平成 29 年度から令和元年度にロクハ浄水場の耐震補強工事を行ったこ

とにより平成 30 年度、令和元年度に増加しています。 

 企業債は、毎年計画通りに償還を行いながら、新規の発行額を抑えたため、企業債残高

は減少しました。 

 損益勘定留保資金は資本的収入が支出に対して不足する際の補填財源であり、管路更新

事業における口径のダウンサイジングや管種の見直し、浄水場耐震工事の入札結果など

により、補填する額が少なく済んだため、増加しています。  
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第３章 将来見通しの検討 

3-1 人口・水需要予測 
 

計 画 給 水 人 口 令和１２年度： １４７,３００ 人 

計画１日最大給水量 令和  ４年度： ５４,１５０ m3／日 

 

 行政区域内人口の予測は、総合計画での推計人口から、令和 12 年度の 147,400 人程

度をピークとして緩やかに減少していく見通しとなりました。 

 給水人口は、令和 12 年度の約 147,300 人をピークとしてゆるやかに減少していく見

通しとなりました。 

 給水人口 1 人 1 日当たり平均使用量である生活原単位は、節水型機器等の普及により減

少する見通しです。 

 給水量は、令和 4 年度の約 54,150m3/日（1 日最大給水量）をピークに、以降は、減

少する見通しです。 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
※うるう年は年間有収水量が大きくなる 
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3-2 更新需要 

今後の水需要予測を踏まえた水道施設の更新整備スケジュールを立案し、それを基にし

たアセットマネジメントの手法を用いて今後 40 年間にかかる更新需要額の見通しを算出

しました。浄水場やポンプ場等の施設の設備については、施設台帳を整備しています。こ

の台帳を基に、各設備の更新基準年数を設定し、更新年度と費用を計画することで、整備

の目安としています。管路の更新については、基幹管路である中大口径管、医療拠点およ

び災害対策拠点、避難所に至る管路の更新による耐震化と、漏水件数の多い団地の更新を

進めるものとし、費用を平準化するよう計画しています。 

 

3-3 課題のまとめ 
 

ハード面の課題 ソフト面の課題 

水源 琵琶湖原水の水質変化 経営と管理 健全経営の維持 

広域連携の推進 

貯水槽水道の適切な管理 

浄水施設 琵琶湖原水水質変化への適応 

水道施設の計画的な更新 

水道施設の災害対策の実施 

危機管理 災害・事故時対応力の強化 

配水施設 

・管路 

水道施設の計画的な更新 

水道施設の災害対策の実施 

配水区域内の水の安定供給 

鉛製給水管の対策 

人材育成と 

組織体制 

職員の育成と技術の継承 

お客様 

サービス 

顧客ニーズの把握とサービス向上 

環境対策 資源の有効利用 

環境負荷の低減 

環境対策 環境に対する意識の向上 
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第４章 将来像と目標の設定 

4-1 将来像 

琵琶湖の恩恵を受けながら、本市の水道

事業は大きく発展を遂げてきました。 

これからも水道事業者として、水道施設

を強靭なものとし、安全な水をつくり、安定した経営を持続させることで、市民（お

客さま）から信頼を得ながら、水道事業を未来へつなぎ、「ふるさと草津」の発展に

寄与していきたいという想いを将来像に込めました。 

 

4-2 基本理念および施策の体系 

厚生労働省「新水道ビジョン」において、水道の理想像を「安全」「強靭」「持続」

の観点から示していることを踏まえ、本市においても、この 3 つの観点を引き続き

基本理念の柱とします。 

将来像を実現するため「安全」「強靱」「持続」3 つの基本理念ごとに主要な施策を

実施していきます。 

 

 安全

く　暮らしを支える安全・安心な水を届けます

水質管理の強化

水の安全・安定供給

〔　　〕

強靱

さ　災害に強い水道を築きます

水道施設の災害対策の実施

水道施設の計画的な更新

危機管理対応力の強化

〔　　〕

持続

つ　つなぐ未来へ安定した事業を続けます

技術力の強化

財政基盤の強化

顧客ニーズの把握とサービス向上

環境に配慮した事業の推進

〔　　〕
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第５章 主要な施策 

5-1 安全：暮らしを支える安全・安心な水を届けます 

 

主要な施策 成果指標 R1 実績 R9 目標 R15目標値 優位性 

水質管理の強化 
水質基準適合率 100% 100% 100%  

異臭味のない水達成率 100% 100% 100%  

水の安全・安定供給 
配水区域再編成箇所数 -  2 箇所 2 箇所  

鉛製給水管率 4.1% 2.7% 0%  

優位性：  高いほど望ましい ／   低いほど望ましい 

 

（1）水質管理の強化 

 琵琶湖原水水質の動向把握と原水水質監視強化に努めます。 

 浄水処理の最適化を図ります。 

（2）水の安全・安定供給 

 配水管のループ化、口径の適正化を行い、水の安定供給を図ります。 

 配水区域の再編成を行い、配水区域における低水圧の解消、水の安定供給を図りま

す。 

 鉛製給水管の布設替えに努めます。 

 貯水槽水道の設置者に対する啓発に努め、適切な管理の指導を行います。  

 

 
暮らしを支える 
安全・安心な水を届けます 

目 標 

安全 

  課 題   主要な施策 

・琵琶湖原水の水質変化 

・琵琶湖原水水質変化への適応 

・配水区域内の水の安定供給 

・鉛製給水管の対策 

・貯水槽水道の適切な管理 

（1）水質管理の強化 
・水質管理体制の強化 
・浄水処理の最適化 

（2）水の安全・安定供給 
・配水管のループ化 
・配水区域の再編成 
・鉛製給水管の取替 
・貯水槽水道設置者への啓発・指導 
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5-2 強靭：災害に強い水道を築きます 

 
主要な施策 成果指標 R1 実績 R9 目標 R15目標値 優位性 

水道施設の計画的な更新 管路の更新率 0.5%/年 1.0%/年 1.0%/年  

水道施設の 

災害対策の実施 

基幹管路の耐震適合率 33.8% 46.6% 56.0%  

浄水施設の耐震化率 64.1% 64.1% 100%  

配水池の耐震化率 65.9% 100% 100%  

浄水施設の浸水対策箇所 0 箇所 6 箇所 7 箇所  

危機管理対応力の強化 災害対策訓練実施回数 5 回/年 5 回/年 5 回/年  

（1）水道施設の計画的な更新 

 施設台帳データベースを活用し、設備ごとの故障頻度等の分析を行い、使用年数を

最適化し、計画的な更新を行います。 

 水需要に合わせて適切な規模で経済的に合理的かつ安定供給を継続できる管路の更

新に取り組みます。 

（2）水道施設の災害対策の実施 

 北山田浄水場の耐震補強を行うとともに、基幹管路である中大口径管、医療拠点、

災害対策拠点および避難所に至る管路を優先的に更新し、耐震化を進めます。 

 浸水被害が想定される施設については、浸水の深さに合わせた対策を講じます。 

（3）危機管理対応力の強化 

 他の水道事業者との協定および関係機関との協定の内容を必要に応じて見直し、対

応力の維持強化に努めます。 

 応急復旧に必要な資機材について検討します。 

 BCP（事業継続計画）、各種危機管理対策マニュアルについて、必要に応じた検証

と更新、整備を行います。水道事業の継続を可能とするため、BCP に基づく訓練や

準備を行い、事故･災害時の対応力を強化します。  

 

 

 災害に強い水道を築きます 

目 標 

強靱 

  課 題   主要な施策 

・水道施設の計画的な更新 

・水道施設の災害対策の実施 

・災害・事故時対応力の強化 

 （1）水道施設の計画的な更新 
・設備の計画的な更新 

  ・管路の計画的な更新 
 （2）水道施設の災害対策の実施 

・耐震対策の実施 
・浸水対策の実施 

 （3）危機管理対応力の強化 
・応急給水体制、必要資機材等の検討 
・災害・事故時におけるマニュアル・計画 
の見直し 
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5-3 持続：つなぐ未来へ安定した事業を続けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主要な施策 成果指標 R1 実績 R9 目標 R15目標値 優位性 

技術力の強化 外部研修時間 7.7 時間/人 8.0 時間/人 8.0 時間/人  

財政基盤の強化 料金回収率 115.8% 100% 100% 
100% 

以上 

顧客ニーズの 
把握とサービス向上 

「水の安定供給」に満足している 

市民の割合 
45.8% 48.5% 49.7%  

環境に配慮した事業の

推進 
浄水発生土の有効利用率 100% 100% 100%  

（1）技術力の強化 

 水道の専門知識を持つ職員育成のため、各種マニュアルを整備し、技術継承のため

の内部研修、新たな技術習得のための外部研修への参加、水道事業運営に必要な資

格取得を推進します。 

 更新需要に対応する職員体制を確保します。 

（2）財政基盤の強化 

 安定的な事業運営を行うための、料金水準について定期的に検証します。 

 官民連携について、委託範囲の拡大や設計・施工一括発注方式の導入を検討します。 

 水道の基盤の強化を図るため、広域連携を進めます。 

（3）顧客ニーズの把握とサービス向上 

 お客様の満足度向上を図るため、水道事業の情報を的確に伝え、ニーズを継続的に

把握し、サービス向上を図ります。 

（4）環境に配慮した事業の推進 

 水道事業者として、環境に配慮した事業を推進し、持続可能な地域社会の実現に貢

献します。 

 つなぐ未来へ安定した事業を続けます 

 目 標 

持続 

  課 題   主要な施策 

・職員の育成と技術の継承 

・健全経営の維持 

・広域連携の推進 

・顧客ニーズの把握とサービス向上 

・環境への配慮 

（1）技術力の強化 
・研修の充実とマニュアル整備 
・職員体制の確保 

（2）財政基盤の強化 
・水道施設規模の適正化 
・台帳システム整理 
・適正な料金水準の確保 
・官民連携の検討 
・広域連携の拡大 

（4）環境に配慮した事業の推進 
・設備更新時の省エネ型機器の導入 
・汚泥の有効活用 
・琵琶湖の水質保全の啓発活動 

（3）顧客ニーズの把握とサービス向上 
・広報､広聴活動の充実 
・利便性の向上 
・海外からの研修生受け入れ 
・外国人居住者に対する支援 
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第６章 経営計画（経営戦略） 

6-1 投資・財政計画策定に当たっての基本的な考え方 

投資・財政計画策定にあたって、本市水道事業の事業継続に必要な将来の投資および投

資以外の経費を予測し、将来の経営状況を分析します。 

（1）投資計画 

自然災害や水道施設の老朽化に着実に対応しながら、持続可能な経営が行えるよう、水

道施設の維持管理や修繕による長寿命化に努めた実使用年数で更新する計画とし、必要な

事業費を算出しました。 
 経営計画期間（R4～R15） 

合計 
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

浄水場施設整備  34.7 

浄水場設備更新  66.4 

管路更新  72.0 

合計  173.1 

 

（2）財政計画の基本方針 

水道ビジョンでの基本理念のもと、将来にわたり安定した水道サービスを提供するため、

財政基盤強化に取り組みます。また、適正な料金水準を確保し、計画期間中の各年度にお

いて当期純利益を確保します。 

（3）投資・財政計画 

料金10％還元を令和9年度まで継続した場合の収支予測において、収益的収支について

は、計画期間中を通し純利益を確保することができる見通しとなりました。 

資本的収支は、投資の財源に内部留保資金を活用し、企業債発行の増加を抑えながら、

必要な資金残高を確保することができる見通しです。 

  

2.4 1.9 
3.2 

0

5

10

15

20

25

30

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

資本的収支

建設改良費 企業債償還金 資本的収入（億円）

15.1 15.2
16.4

2.8 3.0 
1.1 

24.5 
26.6 26.1 

0

5

10

15

20

25

30

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

収益的収支

減価償却費 事業運営費 支払利息 純損益 収益的収入（億円）

21.7
23.6

25.0

38.9 

46.5 48.1 

15.7 
12.8 14.3 

0

10

20

30

40

50

60

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

企業債残高と内部留保資金残高

企業債残高 内部留保資金残高（億円）



 

 12 

（4）水道料金 

本市は、組織の効率化や経営の合理化等の取組を行うことで、平成 23 年 10 月検針分

から令和 4 年 3 月検針分まで水道料金の 10％還元を行ってきました。 

収支予測の結果、計画期間の中間年度である令和 9 年度まで 10％還元を継続すること

が可能と判断し、還元期間を令和 9 年度まで延長します。 

（5）財政指標 

財政収支予測に基づく財政指標は以下のとおりです。 

給水原価が、計画期間の後半に上昇し、経営の効率性が悪くなります。そのため、経常

収支比率は減少傾向ですが、計画期間を通して収支比率は 100％を超えます。また、流動

比率も減少傾向となりますが、計画期間を通して必要な資金は確保できます。企業債残高

対給水収益比率は上昇傾向ですが、令和元年度実績値よりは低く抑えられます。 

 

 R1 

（実績） 

R1 

全国平均 
R4 R9 R15 備考 

① 経常収支比率（%） 

【単年度損益】 
113.9 112.0 112.9 105.7 104.2 

100％以

上が理想 

式=経常収益÷経常費用 

収益性を見る最も代表的な指標である。100％を上回っていれば良好な経営状態といえる。 

② 流動比率（%） 

【ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ】 
266.0 265.0 249.0 221.3 215.2  

式=流動資産÷流動負債 

企業の短期支払い能力を示す。100％を下回っていれば不良債務が発生していることになる。 

③ 企業債残高対給水収益比率（%） 

【債務残高】 
228.4 266.6 186.2 234.8 211.1  

式=企業債残高÷給水収益 

企業債残高の規模と経営への影響を分析するための指標である。 

④ 料金回収率（%） 

【料金水準の適切性】 
115.8 103.2 114.8 106.1 104.3 

100％以
上が理想 

式=供給単価÷給水原価 

100％を下回っている場合、給水にかかる費用の一部が料金収入以外の収入で賄われていることを意

味する。 

⑤ 給水原価（円/m3） 

【費用の効率性】 
115.2 168.4 116.2 125.7 142.1 － 

式=（経常費用－（受託工事費＋材料および不用品売却原価＋附帯事業費）－長期前受金戻入）÷年間

総有収水量 

有収水量 1m3当たりどれだけの費用がかかっているかを表す。 

優位性：  高いほど望ましい ／   低いほど望ましい  
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6-2 経営効率化への取組 

財政シミュレーションの結果を踏まえ、引き続き業務の効率化や経費の削減に取り組み、

適正な料金水準について検討していき、安定した事業経営を行っていきます。 

■経営効率化への取組 

 

第７章 推進体制とフォローアップ 

7-1 推進体制とフォローアップ 

事業運営から施設維持保全、お客様サービス対応など、幅広い範囲にまたがる水道ビジ

ョンの内容を着実に推進するための体制整備を図ります。 

計画に対する進捗状況について、有識者、関係機関、市民の代表等で構成された上下水

道事業運営委員会で審議していただき、定期的に状況の分析、評価をするとともに、その

内容については、ホームページ等で公表していきます。 

また、水道ビジョンおよび経営計画は、計画の中間年度に検証（フォローアップ）し、

社会的な条件や市民ニーズの多様化などを的確に受け止めて、PDCA サイクルによる効率

的な見直しを実施します。 

なお、大きな変化が生じたときは、その応急対応と計画の見直しを行います。 

民間のノウハウ等の活用 
包括委託の検討 
窓口業務の委託範囲拡大の検討 
設計・施工一括発注方式等の検討 

広域化 
近隣事業体と連携した技術継承 
管理の共同化等の検討協議を行い広域連携のさらなる実施 

デジタル・トランスフォーメ
ーション（DX）の推進 

申請手続き等のオンライン化の検討 
地方公共団体のクラウド移行に向けた、情報システムの標準
化・共通化への検討 

計画の策定（PLAN)

事業の推進 (DO)

改善の検討（ACTION）

目標達成状況の確認（CHECK）

事業への反映

情報開示・説明責任

情報の収集

短期・中期計画

および実施計画

実施成果の整理

未達成目標の対処・将来見通し

新たなニーズ等の把握

事後（中間段階）評価

顧客満足度の把握

ビジョン、目標の設定

進捗状況の管理
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